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（１）我が国の森林の状況と多面的機能

　森林は、国土保全、水
源涵

かん

養、地球温暖化防止
等の多面的機能を通じ
て、国民生活・国民経済
に貢献

　森林面積は国土面積の
３分の２
　　このうち約４割を占め
る人工林は、半数が50
年生を超え、本格的な利
用期に

　森林蓄積は人工林を中心に年々増加し、2017年３月末時点で約52億㎥

（２）森林の適正な整備・保全のための制度

　森林の有する多面的機能を持続的に発揮
させるため、森林・林業基本計画等を策定

　2018年10月には、森林経営管理制度
の促進、流木対策の推進等の記述を盛り込
んだ、新たな全国森林計画を策定

１．森林の適正な整備・保全の推進

第Ⅱ章　森林の整備・保全
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　注：齢級は林齢を５年の幅でくくった単位。植栽した年を１年生として、１～５年生が「１齢級」。
資料：林野庁「森林資源の現況」（2017年３月末現在）、林野庁「日本の森林資源」（1968年４月）

区分 計画量

伐採立木材積
（百万㎥）

主　伐 377

間　伐 444

計 822

造林面積
（千ha）

人工造林 1,028

天然更新 958

林道開設量 （千km） 62

保安林面積 （千ha） 13,010

治山事業施行地区数 （百地区） 323

間伐面積（参考） （千ha） 6,784

注１：計画量のうち、「保安林面積」は計画期末（2033年度末）の面積。
それ以外は、計画期間（2019年４月１日～2034年３月31日）の総
量。

　２：治山事業施行地区数とは、治山事業を実施する箇所について、尾根
や沢などの地形等により区分される森林の区域を単位として取りま
とめた上、計上したもの。

資料：「全国森林計画」（2018年10月）

新たな全国森林計画における計画量
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（３）森林経営管理制度

　森林経営管理法が成立し、「森林経営管理制度」が2019年４月からスタート

　市町村が主体となって、適切な経営管理が行われていない森林について、意欲と能力のある林
業経営者や市町村に集積・集約化を図るほか、所有者不明森林等についても管理できるようなこ
れまでとは大きく違ったスキーム

　森林の地籍調査の進捗は45％に留まっているほか、所有者不明森林の割合も28％を超えて
いる状況であり、所有者不明森林等の経営管理に必要な権利を取得できる制度を措置

　森林・林業施策の展開に向けた体制が十分ではない市町村も多く「地域林政アドバイザー」制
度の活用等により体制整備を推進

　国民一人ひとりが等しく負担を分かちあって我が国の森林を支える仕組みとして、2019年度
から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設

　森林環境税及び森林環境譲与税は、新たに市町村が担うこととなる森林の公的な管理を始めと
する森林整備等の財源

　森林整備のほか、人材育成・
担い手の確保、都市部の自治
体における木材利用の促進
や普及啓発等「森林整備及び
その促進に関する費用」に充
当

経営管理権
森林所有者の委託を受けて伐採等を実施する
ために市町村に設定される権利

○意欲と能力のある林業経営者に
　林業経営を再委託

○市町村による間伐等の実施
　（市町村森林経営管理事業）

経営管理実施権
市町村の委託を受けて伐採等を実施するために民間事業者に
設定される、経営管理権に基づく権利

森
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者
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の設定

自然的条件に照らして
林業経営に適さない森林所有者不明森林等にお

ける経営管理権の設定
にあたっての特例を措置

都道府県による市町村の事務の
代替執行も措置。

経営管理受益権

経営管理受益権

経営管理受益権

公表

都
道
府
県

経営管理実施
権の設定を希望
する民間事業者
を公募・公表 公募
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言
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【支援措置】

森林経営管理制度の概要

2024年度から施行 2019年度から施行

公　益　的　機　能　の　発　揮

市　　　　　　町　　　　　　村　　　　

私有林人工林面積（林野率により補正）、林業就業者数、人口により按分

インターネットの利用等
により使途を公表

インターネットの利用等
により使途を公表

● 市町村の支援 等

● 間伐（境界画定、路網の整備等を含む）
● 人材育成・担い手確保
● 木材利用促進、普及啓発　等

地球温暖化
防止機能

災害防止・
国土保全機能 水源涵養機能

等

国
交 付 税 及 び 譲 与 税 配 付 金 特 別 会 計

都　　 道　　 府　　 県　　　　

市　　　　　　町　　　　　　村　　　　

 注 ： 一部の団体においては超過課税が実施されている。

個
人
住
民
税

均
等
割

賦
課
決
定

  道  府  県  民  税      1,000 円 / 年

  市  町  村  民  税　   3,000 円 / 年

納 税 義 務 者
約 6,200 万人

国
税  

森 林 環 境 税 1,000 円 / 年
( 賦課徴収は市町村が行う )

森   林   環   境   譲   与   税  

都　　 道　　 府　　 県　　　　

森林環境税及び森林環境譲与税の
制度設計イメージ

資料：林野庁計画課作成
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（４）研究・技術開発と普及の推進

　国、都道府県、研究機関等が連携して、森林の多面的機能の発揮、林業の発展、林産物の供給
及び利用の確保、造林の低コスト化等に向けた研究・技術開発を実施

　研究・技術開発の成果等は、林業普及指導員を通じて地域に普及

（１）森林整備の推進状況

　森林の多面的機能の発揮のため、資源の適切な
利用とともに、主伐後の再造林や間伐等の着実な
実施が必要

　森林所有者等による主伐後の再造林、間伐、路
網整備等に対して、「森林整備事業」により支援

（２）再造林等の推進に向けた取組

　主伐後の再造林を推進するため、造林の低コスト化と苗木の安定供給が一層重要に

　低コスト化に資する「伐採と造
林の一貫作業システム」の導入や
それに必要な「コンテナ苗」の生産
拡大、第二世代精英樹（エリート
ツリー）の開発、早生樹の利用に
向けた取組等を推進

　2018年４月には｢スギ花粉発生
源対策推進方針｣を改正し、スギの
花粉症対策苗木の生産拡大など、
花粉発生源対策を積極的に推進

（３）社会全体で支える森
も

林
り

づくり

国民参加の森
も

林
り

づくり

　NPOや企業等による森林づく
り活動が拡大、近年は経済界も林
業の成長産業化を通じた地方創生
に期待

　森林内での様々な体験活動を通
じた森林環境教育により森林・林
業に関する理解を醸成

２．森林整備の動向
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作業種 民有林 国有林 計

更新
人工造林 2.2 0.8 3.0
うち樹下植栽 0.3 0.3 0.6

保育等の
森林施業

40 16 55
うち間伐 30 11 41

注１：間伐実績は、森林吸収源対策の実績として把握した数値。
　２：計の不一致は四捨五入による。
資料：林野庁整備課、業務課調べ。

森林整備の実施状況（2017年度）
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資料：林野庁森林利用課調べ。
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　＜事例＞ 
  森林育成体験サービスを提供する林業事業体の取組

　東京都檜
ひの

原
はら

村
むら

を拠点に多様な事業活動を展開している株式会社東京チェ
ンソーズは、社有林の一部を開放し、主に個人向けの森林育成体験のサー
ビスを提供している

　同社の提供するプログラムは、個人等が再造林の費用の一部を出資し、
３本の苗木を植栽するとともに、30年間に渡って木の育成に関わること
を通じて、次世代の森林の育成に貢献するという長期の体験サービス

　代表の青木亮輔氏は、新たな林業の付加価値を創造し、補助金のみに頼
らない林業を目指していきたいとしている

　＜事例＞ 
  「海岸防災林の生育基盤盛土造成のためのガイドライン（案）」を取りまとめ　

　林野庁は、東日本大震災以降に被災地等で行われた施工実
態を踏まえ、「海岸防災林の生育基盤盛土造成のためのガイ
ドライン（案）」として取りまとめた

　津波で被災した海岸防災林において、津波により根返りし
流木化する事象がみられたため、植栽木の根が健全に発達す
ることが可能な盛土の施工方法について分析したもの

　今後、ガイドライン（案）の活用により、津波による根返り
のしにくい海岸防災林の造成を全国で推進していくこととし
ている

第Ⅱ章　森林の整備・保全

植樹活動の様子

（１）保安林等の管理及び保全

　公益的機能の発揮が特に要請される森林を「保安林」に指定し、伐採、転用等を規制するほか、
保安林以外の森林が転用される場合も「林地開発許可制度」で適正な利用を確保

（２）治山対策の展開

　山地災害危険地区の的確な把握、荒廃森林の整備、
海岸防災林の整備など、総合的な治山対策を推進

　山地災害が発生した場合には、迅速な調査、災害
復旧事業等の対応を実施

　2018年には、豪雨や地震等の激甚な災害の発生を
踏まえ、全国の山地災害危険地区等において重要イ
ンフラの機能確保に向けた緊急点検を実施

３．森林保全の動向

流木捕捉式治山ダムの設置状況
（滋賀県大津市瀬田川上流）

生育基盤土の造成風景
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　＜コラム＞ 
  「平成30年７月豪雨を踏まえた治山対策検討チーム」中間取りまとめの概要
　平成30年7月豪雨による山腹崩壊の発生メカニズムの分析等を行い、効果的な治山対策の在り 
方を検討

　今回の山地災害が、長時間に及んだ豪雨により、ぜい弱な地質地帯において、コアストーン等の巨
石の流下等が発生していたことを踏まえ

　①ソフト対策の強化
　② コアストーンを含む巨石や土石流への
対策

　③ ぜい弱な地質地帯における山腹崩壊等
対策

　④流木対策

　等を地形や地質などの条件に応じて組み
合わせて効果を発揮させる「複合防御型
治山対策」を推進することとしている

第Ⅱ章　森林の整備・保全

（３）森林における生物多様性の保全

　「生物多様性国家戦略2012-2020」（2012年）を踏まえ、適切な間伐等や多様な森林づくり、
原生的な森林生態系の保護・管理等を推進

　世界遺産、ユネスコエコパーク等においても森林の厳格な保護・管理等を推進
　　また、2019年2月に｢奄

あま

美
み

大
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島
しま

、徳
とく

之
の

島
しま

、沖
おき

縄
なわ

島
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北部及び西
いり

表
おもて

島
じま

｣を自然遺産として世界遺産
一覧表へ記載するための推薦書をユネスコへ再提出

（４）森林被害対策の推進

野生鳥獣被害対策

　近年、野生鳥獣による森林
被害面積は減少傾向にある
も、依然として深刻
　　2017年度には約6,400ha
の森林で被害が発生、約４分
の３がシカによる被害

　防護柵の設置等による被害
の防除、捕獲による個体群管
理等を総合的に推進

複合防御型治山対策の推進
渓流の特性や、地形、脆弱な地質の分布状況等に応じて、

各対策を有機的に組み合わせて効果的に実施

巨石等への対策・流木対策

ソフト対策の強化

治山ダムを階段状に設置
必要に応じた航空緑化工の採用等

保安林の適正な配備
間伐等による根系等の発達促進
土留工等のきめ細かな施工

脆弱な地質地帯における山腹崩壊等対策

流木捕捉式治山ダムの設置等による流木対策の実施
ワイヤーによる巨石の固定や流下エネルギーに対応したワイヤーネットによる
防護工、治山ダムの整備
既設治山ダム等に異常堆積している土石・流木の排土・除去

航空レーザ計測等の活用、地域住民等との連携等による山地災害危険地区
等の定期点検の実施
山地災害発生リスクに関する情報の周知徹底　　　　　
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注１：国有林及び民有林の合計。森林管理局及び都道府県からの報告に基づき集計。
　２：森林及び苗畑の被害。
　３：計の不一致は四捨五入による。
資料：林野庁研究指導課、業務課調べ。
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その他の森林被害対策

　松くい虫被害は減少傾向も、最大の
森林病害虫被害
　　抵抗性マツの苗木生産、薬剤等に
よる「予防対策」や、被害木くん蒸等
の「駆除対策」等の取組を実施

　森林保険制度は、火災、気象災及び
噴火災により森林に発生した損害を
塡補する総合的な制度であるが、加入率の低下が課題

（１）持続可能な森林経営の推進

　2015年の世界の森林面積は40億ha（陸地面積の約31％）で、森林面積の減少は減速傾向

　国際的な枠組みでの違法伐採対策として、APECの「違法伐採及び関連する貿易専門家グルー
プ（EGILAT）」に参加し、情報共有や意見交換、関係者の能力開発等の取組を、APECエコノミー
と協力して実施

　森林認証は、国際的なFSC
認証とPEFC認証、我が国独
自のSGEC認証（2016年に
PEFC認証と相互承認）等が
我が国の森林の１割程度で取
得されている

　2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会にお
ける木材調達も、森林認証取
得への後押しに

（２）地球温暖化対策と森林

　「気候変動枠組条約」等の国際的枠
組みの下で推進

　先進国、開発途上国を問わず全て
の締約国が参加する法的枠組みであ
る「パリ協定」が2016年に発効

　2018年12月にポーランドで開
催されたCOP24において同協定の
実施指針が採択され、引き続き我が
国の森林吸収量が適切に評価される
規定が合意

４．国際的な取組の推進
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野生鳥獣被害対策の例

防護柵による被害防除 小型囲いわなによる捕獲

資料：FSC及びSGEC/PEFC-Jホームページより林野庁企画課作成。
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「パリ協定」の概要
 パリ協定とは

○	開発途上国を含む全ての国が参加する2020年以降の国際的な温暖化対策の法的
枠組み。

○	2015年のCOP21（気候変動枠組条約第21回締約国会議）で採択され、2016年
11月に発効。

 森林関連の内容（協定5条）
○	森林等の吸収源及び貯蔵庫を保全し、強化する行動を実施。
○	開発途上国の森林減少・劣化に由来する排出の削減等（REDD＋）の実施及び支援
を奨励。

 協定の内容
○	世界全体の平均気温上昇を工業化以前と比較して2℃より十分下方に抑制及び
1.5℃までに抑える努力を継続。

○	各国は削減目標を提出し、対策を実施。
	 （削減目標には森林等の吸収源による吸収量を計上することができる）
○	削減目標は5年ごとに提出・更新。
○	今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡を達成。
○	開発途上国への資金支援について、先進国は義務、開発途上国は自主的に提供す
ることを奨励。

資料：林野庁森林利用課作成。
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　「地球温暖化対策計画」（2016年５月）に掲げる温室効果ガス削減目標の達成に向け、間伐等の
森林整備の実施や地域材の利用等の森林吸収源対策を着実に実施する必要

　開発途上国の森林減少及び劣化に由来する排出の削減等（REDD＋）の取組や、政府の「気候変
動適応計画」（2018年11月）等に基づく適応策を推進

（３）生物多様性に関する国際的な議論

　2018年10月末現在、我が国を含む194か国、欧州連合（EU）及びパレスチナが「生物多様性
条約」を締結、我が国は遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する「名古屋議定書」の98か国目
の締約国
　　2018年11月にはエジプトでCOP14を開催

（４）我が国の国際協力

　技術協力や資金協力等の二国間協力、国際機関を通じた多国間協力等により、持続可能な森林
経営の推進等に貢献

　「日中民間緑化協力委員会第19回会合」（2018年７月、中国）等を開催し、協力を推進
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